
第２回 野田市消防委員会

令和元年１２月１８日（水）

午前９時３０分から

市役所２階 中会議室

１ 開 会

２ 市長挨拶

３ 議 事

（１）消防の課題に対する優先順位について

（２）救急件数の増加等に伴う組織や出動体制の在り方について（諮問）

（３）救急件数の増加等に伴う組織や出動体制の在り方について（検討）

４ そ の 他

５ 閉 会
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（１）消防の課題に対する優先順位について

１．消防が抱える課題

消防団は、地域密着性・要員動員力・即時対応力の特性を生かしながら、消

火活動等をはじめとして、大規模災害時には住民の避難誘導や災害防ぎょ等を

行い、更に、地域防災の中核的存在として、平常時においても地域に密着した

活動を展開しており、消防・防災力の向上、コミュニケーションの活性化にも

大きな役割を果たしている。しかし、社会環境の変化等に伴い、団員数の減少

等のさまざまな課題に直面している。

また、常備消防は、災害の大規模化、住民ニーズの多様化等、近年消防を取

り巻く環境は急速に変化しており、この変化に的確に対応しなければならない

状況である。しかし、出動体制、保有する消防車両等の住民サービス面や組織

管理面での限界、経験豊富な職員の退職、更に、消防拠点の在り方などさまざ

まな課題に直面している。

２．課題に対する優先順位

第１回野田市消防委員会及び第１回消防組織検討会の意見を受け、課題に対

する優先順位を以下のとおりとする。

＜消防団＞

消防団員の減少は全国的な減少傾向であり、野田市消防団においても、平

成３１年４月１日現在で、６３８人となり、野田市消防団条例の定員８６０

人に対して、７４．２％となっている。

総務省では、平成３１年４月２６日付け「地域防災力の一層の充実強化に

関する大臣書簡」を発行し、消防団員の確保に向けた取組を積極的に取組む

必要があると謳っている。

消防団員の確保については、大きく分けて基本団員の確保と多様な人材の

確保が上げられるが、まずは基本団員の確保を優先として、消防団員の負担

軽減と処遇改善が必要と考えられる。

よって、消防団関係課題の優先順位は、

◆１番目、「消防団員の確保の取組」の内、消防団員の負担軽減（各種行事の

見直し）と消防団員の報酬見直しとする。
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◆２番目、「消防団員の確保の取組」の内、加入促進の新たな取り組みとする。

◆３番目、「消防団組織の再編」とし、管轄区域の見直しをはじめ、分団数、

団員の定数の検討、併せて、「消防団装備の改善」として、消防団車両、消防

団器具置場の更新の検討とする。

＜常備消防＞

常備消防は、災害の大規模化や、住民ニーズの多様化等により、様々な課

題に直面している。なかでも救急の出動件数は、年々増加し平成３０年に７

６７３件となり、５年前と比べると７４９件の増で１１％の増となっている。

ついては、救急件数の増加を最優先課題と捉え、組織や出動体制の見直し

検討が必要と考えられる。

よって、常備消防関係課題の優先順位は、

◆１番目、「救急件数の増加」として、組織や出動体制の見直しを図る。

◆２番目、「複雑多様化する各種災害」とし、職員の充足率を高め、組織の強

化を図る。

◆３番目、「経験豊富な職員の退職」とし、若手職員の指導育成（女性職員含

む）、研修等の充実を図る。

◆４番目、「消防庁舎の建て替え」と、併せて、「消防拠点の見直し」とし、

庁舎建設及び署所の再編を検討する。



野 消 総 第２８７号

令和 元 年１２月１８日

野田市消防委員会

委員長 隈本 邦彦 様

野田市長 鈴 木 有

諮 問 書

野田市消防委員会条例第２条の規定に基づき、下記の事項について、貴委

員会の意見を求めます。

記

諮問事項

救急件数の増加等に伴う組織や出動体制の在り方について

以上の事項について、貴委員会に諮問致します。



諮問趣旨

常備消防は、災害の大規模化、住民ニーズの多様化等、近年消防を取り巻

く環境は急速に変化しており、この変化に的確に対応しなければならない状

況である。しかし、出動体制、保有する消防車両等の住民サービス面や組織

管理面での限界、経験豊富な職員の退職、更に、消防拠点の在り方などさま

ざまな課題に直面しています。

なかでも救急出場件数は、高齢化の進展や不適正な救急車の利用等により

全国的に年々増加し、野田市でも平成30 年には 7,673 件となり、5 年前と比

べると 749 件の増加で 11％増加し、覚知から現場到着時間も毎年延びていま

す。

つきましては、これらの状況を踏まえ、救急件数の増加等に伴う組織や出

動体制についてお諮りするものです。
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（３）救急件数の増加等に伴う組織や出動体制の在り方

常備消防は、災害の大規模化や市民ニーズの多様化等により、様々な課題に直面

している。なかでも、救急出場件数は高齢化の進展や不適正な救急車の利用等によ

り全国的に年々増加し、野田市でも平成 30 年には 7,673 件となり、5 年前と比べ

ると 749 件の増加で 11％増加している。

そこで、常備消防の抱える諸課題のうち、救急件数の増加等に伴う組織や出動体

制の在り方を最優先課題として検討したい。

１ 現状の課題等

（１）救急件数の増加

①年間件数等の推移

平成 29 年中の救急自動車による全国の出場件数は、634 万 2,147 件（対前

年比 13 万 2,183 件増、2.1％増）となっており、平成 16 年度以降もほぼ一貫

して増加傾向が続き、千葉県でも 317,578 件（対前年比 6,976 件増、2.4%増）

となり、野田市でも 29 年は 7,346 件（対前年比 246 件増、3.5%増）、30 年で

は 7,673 件（対前年比 327 件増、4.5%増）となっている。

また、救急出場における覚知から現場到着時間が、平成 24 年は 7 分 21 秒だ

ったものが平成 30 年は 8 分 27 秒と毎年延びていることから、今後も遅延が想

定される。

平成２４年から平成３０年までの平均現場到着時刻
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②東葛 9 市の比較

野田市の救急隊 1 隊当たりの平均出動件数は、1,279 件と他市と比べ低い状

況となっている。また、現場到着平均時間（覚知→現着）８分２７秒は、全国

平均 8 分 36 秒よりも 9 秒の短縮となっている。

平成 30 年 救急件数 救急隊数 救急隊１隊あたり

平均出場件数

現場到着平均時間

覚知→現着

野 田 市 7,673 件 6 隊 1,279 件 8 分 27 秒

市 川 市 23,570 件 12 隊 1,964 件 8 分 32 秒

船 橋 市 34,648 件 14 隊 2,474 件 9 分 37 秒

松 戸 市 26,516 件 11 隊 2,411 件 8 分 17 秒

鎌ヶ谷市 5,781 件 4 隊 1,445 件 7 分 24 秒

浦 安 市 8,592 件 5 隊 1,718 件 7 分 47 秒

流 山 市 8,289 件 5 隊 1,657 件 8 分 15 秒

柏 市 20,516 件 12 隊 1,710 件 9 分 08 秒

我孫子市 6,491 件 5 隊 1,298 件 8 分 29 秒

③署所別救急出動件数

署所別救急出動件数は、消防署・中央分署・北分署・南分署は同水準となっ

ているが、関宿分署と関宿北出張所の出場件数が低い状況となっている。関宿

北出張所は、平成 15 年の合併に合わせ災害時における現場到着時間の短縮を

図るため新たに開設したもので、関宿分署と関宿北出張所を合わせると他署所

と同水準となる。

平成 30 年署所別救急出動件数

救急出動件数 救急出動件数割合

消 防 署 1,627 件 21.2％
中 央 分 署 1,574 件 20.5％
北 分 署 1,465 件 19.1％
南 分 署 1,533 件 20.0％
関 宿 分 署 1,014 件 13.2％
関宿北出張所 460 件 6.0％
合 計 7,673 件 100.0％
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④各署所の管轄区域外出動件数

各署所の救急隊が管轄区域以外への出動機会が多くなったことで、現場到

着時間が 5 年前より約 48 秒延びたものと考えられる。

理由としては、高齢化による搬送件数の増加、精神疾患や病院受入困難症

例による現場滞在時間の延長、市外搬送等の長時間出動により、管轄区域以

外への出動件数が増加したことと考えられる。

また、消防署及び中央分署の管轄外出動件数が多い理由は、市内中央部に

位置している関係で隣接署所が多いことが考えられる。

救急出動件数 管轄外出動件数 管轄外出動割合

消 防 署 1627 件 414 件 25.45%

中 央 分 署 1574 件 328 件 20.84%

北 分 署 1465 件 99 件 6.76%

南 分 署 1533 件 80 件 5.22%

関 宿 分 署 1014 件 244 件 24.06%

関宿北出張所 460 件 122 件 26.52%

合 計 7673 件 1287 件 16.77%

⑤時間帯別出動件数

平成 26 年から 30 年までの出動件数を時間帯別にみると、8 時台から 18
時台までが一日のうちで 5％超えとなり、最大が 9 時台の 6.3％、最小が 3
時・4 時台の 1.7%と昼間の出動が多く、夜間の出動は少ない状況となって

いる。

平成２６年から平成３０年までの時間帯平均救急出場件数
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⑥曜日別救急出動件数

5 年間の曜日別救急出動件数の年平均は、最小が日曜日の 995 件と最大が月

曜日の 1,068 件となっており、曜日ごとの件数に大きな変化はみられない。

⑦転院搬送の出動件数

転院搬送は、医療機関から別の医療機関に傷病者を搬送する業務であり、平

成 30 年中に出動した出動件数 7,673 件のうち 490 件あり、全体の 6.4%を占め

ている。

転院搬送の問題点としては、市外・県外医療機関への搬送がある。これによ

り救急活動時間が長時間化することとなり、市内の救急隊出動体制の確保を困

難にしている。

また、転院搬送の出動時間帯は、主に医療機関の診療時間帯の昼間に集中し

ている。
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曜 日 日 月 火 水 木 金 土 合計

件 数 27件 70件 92件 72 件 80件 84件 65件 490件

割合％ 5.5％ 14.3％ 18.8％ 14.7％ 16.3％ 17.1％ 13.3％ 100.0％

平成３０年救急出場内訳

平成３０年時間帯別転院搬送出場件数

平成３０年曜日別転院搬送出場件数

平成２６年から平成３０年までの曜日別平均救急出場件数
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（２）メディカルコントロール協議会

メディカルコントロール協議会とは、各市消防機関及び各市医師会、救急医

療に精通した医師等で構成され、救急業務の高度化が図られるよう消防機関と

医療機関の連絡調整、救急業務のプロトコール・マニュアルの作成、救急隊に

対する指導・助言体制の調整、救急活動の事後検証体制の確保、並びに救急隊

員の資質向上のための救急研修会開催の支援などを行う救急業務の質を担保

する組織である。

野田市は、地域の特性により東葛北部地域救急業務メディカルコントロール

協議会（所属：松戸市・柏市・流山市・我孫子市・野田市）とＢＡＮＤＯメデ

ィカルコントロール協議会（所属：茨城西南広域消防組合・埼玉東部消防局・

舘林地区消防組合・野田市）に属している。

東葛飾北部地域救急業務メディカルコントロール協議会では、転院搬送ガイ

ドラインを策定し、適正な転院搬送を医療機関に求めていくため令和２年度の

運用開始に向け、ワーキンググループにて策定に向けた調整会議を開催してい

る。

（３）組織体制

①野田市の救急隊

野田市の救急隊は、3 交替として 6 署所に 3 係配備し、救急隊 1 隊あたり 3
人を配置している。しかし、中央分署・北分署・関宿北出張所は、救急隊と警

防隊の兼務隊となり、火災発生時等は警防隊として出動するため、救急隊が欠

隊の状況となり、救急要請があった場合は他署所で管轄外の出動で対応してい

る。

②救急救命士、指導的立場の救急救命士

（救急救命士）

救急救命士は、医師の指示の下に重篤な傷病者を適切な医療機関へ迅速に搬

送し、医師の指示のもと救急救命処置を行い、傷病者の救命率の向上と予後の

改善を目指している。

市では、救急救命士養成計画を第２次実施計画（平成 31－33 年度）に位置

づけ毎年度 2 名を養成し、現在 34 名が救急隊として活動している。

（指導的立場の救急救命士）

指導的立場の救急救命士は、救急救命士及び救急隊員の現場活動に関する教

育について、経験豊富な救急救命士が行うことで、救急業務の質の向上と市民

からの信頼の確保につなげることが求められている。

更に、地域メディカルコントロール協議会医師と連携し、救急業務を指
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導する者として救急隊員、他の救急救命士への指導、教育を担当する。

現在、1 消防署、4 分署に配置しており、今後、全 6 署所に配置するための

養成を進めている。

（４）出動体制

①野田市における救急車両の配置状況

各署所に１台配置し、消防力の整備指針に基づき救急車 6 台に対し予備車を

１台配置している。

消 防 署 １台 中 央 分 署 １台 北 分 署 １台

南 分 署 １台 関 宿 分 署 １台 関宿北出張所 １台

予 備 車 １台 合 計 7 台

②千葉北西部消防指令センターとの連携

野田市医師会と協議を行い、全救急隊６隊のうち３隊が出動中における転院

搬送の依頼は、緊急度の程度により出動の一時保留を医療機関にお願いするよ

うに、千葉北西部消防指令センターとの間で調整が整っている。

（５）消防職員へのアンケート調査結果

中央分署・北分署・関宿北出張所の救急隊が警防隊との兼務体制になってい

ることに対し、平成３０年に実施した職員アンケートの結果では、

82％の職員が「専従化が望ましい」と回答している。

（６）救急隊員の適正な労務管理

消防庁発平成 30 年 3 月 30 日付け消防救第 56 号

「救急隊員の適正な労務管理の推進について」の通知では、

救急需要の増大を受け、救急隊員個々の負担の軽減を平準化すること、

更に、地域特性により、同一所属の救急隊であっても、救急出動件数に

差が生じ、救急隊への負担が隔たる場合があることに対し、弾力的な人

員配置や救急ニーズに応じた部隊配置が望ましい。

と示している。



7

（７）救急車の適正利用について

近年救急出動件数の増加に伴い救急現場到着時間が延伸している中、限りあ

る搬送資源を緊急性の高い傷病者に適切に投入するためには、救急車の適正利

用を推進する必要がある。

平成３０年度救急搬送人員の傷病程度別割合では軽症者の割合が約半数を

占めており、当市でも、急な病気やけがの際の対処法や医療機関の受診の必要

性について、ホームページや市報、各種行事おいて、千葉県救急安心電話相談

事業(＃７００９)、１５歳未満対象の子ども急病電話相談(＃８０００)、全国

救急受診アプリ「Ｑ助(きゅーすけ」などを紹介し、救急車の適正な利用を呼

びかけている。

２ まとめ

・救急件数増加が年々増加し、救急現場到着時間も毎年延びている。

・救急出動件数は、時間帯により差が生じ、昼間の出場が多い。

・転院搬送の出動件数が、昼間に集中し、市外・県外への搬送もある。

・中央分署・北分署・関宿北出張所の救急隊は、警防隊との兼務体制である。

・同一区域で救急要請が重なると、継続的な出動が発生している。

救急現場到着の遅延は、住民サービスの低下につながるため、出動件数の平準

化が必要と思われる。

同一所属の救急隊であっても、救急出動件数に差が生じ、救急隊への負担が隔

たる場合があることに対し、弾力的な人員配置や救急ニーズに応じた部隊配置の

検討が必要となる。

死亡 0.1％
9人

重症 7.3％

503人

中等症

45.2％

3,131人

軽症 47.4％
3,279人

（平成３０年度搬送人員の傷病程度別）

　．緬『1

㌦

塔

耀§’纏硫
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３ 対応案

1 案 （交替要員の配備）

救急隊 1 隊 3 名の配備を 4 名の配備態勢として、出動件数や時間帯などの条

件を定め、人員を交替させる取組をする。

※ 1 救急隊員の負担軽減にはなるが、現場到着平均時間の短縮には繋がらない。

2 救急隊は 6 署所に 3 係 18 隊のため、各係 1 名増で 18 名の人員増が必要

となる。

2 案 （日勤救急隊の配備）

救急隊 1 隊当たりの活動時間の平準化方策の取組として、救急需要が増加す

る日勤時間帯のみ、日勤救急隊を新たに編成する。

※ 1 即効性がある。

2 救急自動車の購入が必要となる。

（参考）救 急 車 購 入 価 格 3,575 万円（補助金 1,508 万円）

救急車無線資機材等 500 万円

合 計 4,075 万円

○補助金は緊急消防援助隊に登録車両の場合（野田市２台）

3 日勤の救急隊員 3 名の人員増、若しくは救急隊員 1～2 名の配置と再任用

職員 1～2 名の混合の適用も考えられる。

4 (参考)松戸市と柏市で令和元年度から日勤救急隊を 1 隊編成している。

3 案 （救急隊の専従化）

警防隊との兼務体制は、救急職員の身体的負担が大きいため、中央分署・北分

署・関宿出張所の救急隊を専従化をとする。

※ 1 中央分署・北分署・関宿出張所の救急隊を専従化すると 27 名の職員増

が必要となる。しかし、関宿北出張所は、救急件数が少ないため兼務隊を継

続とする場合は、18 名の人員増となる。

2 救急隊を専従化すると警防隊も専従化となり、組織の強化となる。
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＜事務局（案）＞

上記のとおり対応案を比較すると、

対応案１は、救急隊の負担軽減には繋がるが、現場到着時間の短縮には繋がらず、

更に配置完了までに７年かかるため不適である。

対応案３は、救急隊の専従化となり救急隊の負担軽減や現場到着時間の若干の短

縮が見込まれるが、完了までに７年かかることで、将来的な目標となる。

対応案２の日勤救急隊は、出動件数の減少や現場到着時間の短縮に繋がり、配置

にも２年と即効性があり最適とみなす。しかし、日勤救急隊の運用面に対しては更

なる検討が必要となる。

4 対応案の比較

対応案１ 対応案２ 対応案３

必要

人員
18 人 3人 18人

実施

期間

年 3人ずつ採用 6年

資格取得＋1年

【完了するまでに 7年】

年 3人採用

資格取得＋1年

【完了するまでに 2年】

年 3人ずつ採用 6年

資格取得＋1年

【完了するまでに 7年】

予算 購入費用等なし
１台増台

4,075万円
購入費用等なし

救急車

台数
６台 ７台 ６台

ﾒﾘｯﾄ

随時、資格取得後の配属

により、配属された救急隊

の負担軽減に即効性があ

る。

短期間で実施可能で即

効性がある。

1台増台により管轄外出

場が減少する。

1隊当たりの出動件数が

減少する。

現場到着時間の短縮が

見込まれる。

中央分署、北分署を専従

化することにより、専門的

に救急対応が可能となる。

管轄外の出動が減少す

る。

現場到着時間の若干の

短縮が見込まれる。

ﾃﾞﾒﾘｯﾄ

人員確保が数年かかり

18隊配属完了までに期間

が７年かかる。

現場到着時間の短縮に

繋がらない。

購入予算が必要となる。

休日や夜間のサービス

には繋がらない。

人員確保が数年かかり

完了までに期間が7年かか

る。

見解 住民サービスに不適 当面の対応が可能 将来的な目標



災害出動件数及び現場到着時間

救急出場

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
出場件数（件） 6,924 7,003 7,100 7,346 7,673
平均現着時間 7分39秒 7分47秒 7分57秒 8分05秒 8分27秒

火災出場

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
出場件数（件） 79 61 52 54 41
平均現着時間 6分40秒 7分01秒 11分13秒 9分50秒 10分17秒

救助出場

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
出場件数（件） 100 99 93 99 105
平均現着時間 11分46秒 12分04秒 12分30秒 11分37秒 11分21秒
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